
今後の国家公務員制度改革のスケジュール

平成20年
6月13日

法律の施行後
５年以内を目途

（H25年）

法律の施行後
３年以内を目途

（H23年）

法律の施行後

 
１年以内を目途

（H21年）

内閣人事局の設置

法制上の措置
（内閣人事局以外）

その他必要な措置
（改革全体の実施）

・必要な法制上の措置【一元管理等】
（内閣法、国家公務員法等）

基本法公布・施行

・

 

「国家戦略スタッフ」「政務スタッフ」の導入（内閣法、行組法等）
・

 

「幹部職員」「管理職員」を対象とする新たな制度の創設（国公法等）
・

 

幹部職員、管理職員の任用・給与の弾力化（給与法等）
・

 

キャリア制度の廃止（幹部候補育成課程、試験制度改革）（国公法等）
・

 

政官接触に関する記録の管理、情報公開等のために必要な措置の導入
・

 

定年まで勤務できる環境整備・定年延長の検討（国公法、給与法等）
・

 

協約締結権（国公法）

 

等

全体としての「５年」のスケ

 
ジュールを「４年」に短縮

・・・・法案提出に先駆け、基本法に掲げるそれぞれの改革事項について、いつまでに実現するのかということ

 
を具体的に示した改革の「工程表」を、来年１月中を目途に政府として決定したいと考えています。このための

 
作業に早急に取りかかります。その際、基本法の定める全体として５年のスケジュールについては４年に短縮

 
する方向で検討したいと考えています。

国家公務員制度改革推進本部（12月2日）における甘利大臣発言

法案
提出

全体のスケジュールを４年に短縮するために、関連

 
法案提出はできるかぎり「３年」を「２年」に前倒し

※黒字は、基本法の定めるスケジュール。赤字は、甘利大臣発言に基づくスケジュール。

22年度設置
（4月設置を目

 
指す）

【資料２】
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